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現行計画 修正案 備考 

第４章 緊急事態応急対策 

 

第１節 （略） 

 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

 第１ 施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 

  １ 情報収集事態が発生した場合 

   ⑴ 原子力規制委員会           からの情報提供 

     原子力規制委員会           は、情報収集事態を認知した場合には、情報収

集事態の発生及びその後の状況について、関係省庁、県、立地市、関係周辺市町に対して情

報提供を行うとともに、国現地情報連絡室           は、県、立地市、関係周

辺市町に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するものとする。 

   ⑵～⑷ （略） 

 

  ２ 警戒事態が発生した場合 

   ⑴ （略） 

   ⑵ 原子力規制委員会               からの情報提供 

     原子力規制委員会               は、警戒事態に該当する自然災害を認

知したとき、又は九州電力等により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合に

は、警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省、県、立地市、関係周辺市町に対し

て情報提供を行うものとし、国事故警戒本部は、県、立地市、関係周辺市町に対し、連絡体

制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

   ⑶ （略） 

 

  ３～４ （略） 

  

 第２～第３ （略） 

 

第３節 （略） 

 

第４節 避難、屋内退避等の防護措置 

 第１ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

  １ （略） 

 

  ２ ＵＰＺ内における緊急時防護措置の実施 

   ⑴ 国   や県の助言等 

     国は、放射性物質の放出後、                            

第４章 緊急事態応急対策 

 

第１節 （略） 

 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

 第１ 施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 

  １ 情報収集事態が発生した場合 

   ⑴ 原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室からの情報提供 

     原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室は、情報収集事態を認知した場合には、情報収

集事態の発生及びその後の状況について、関係省庁、県、立地市、関係周辺市町に対して情

報提供を行うものとし、原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室は、県、立地市、関係周

辺市町に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するものとする。 

   ⑵～⑷ （略） 

 

  ２ 警戒事態が発生した場合 

   ⑴ （略） 

   ⑵ 原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部からの情報提供 

     原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、警戒事態に該当する自然災害を認

知したとき、又は九州電力等により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合に

は、警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省、県、立地市、関係周辺市町に対し

て情報提供を行うものとし、         県、立地市、関係周辺市町に対し、連絡体

制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

   ⑶ （略） 

 

  ３～４ （略） 

  

 第２～第３ （略） 

 

第３節 （略） 

 

第４節 避難、屋内退避等の防護措置 

 第１ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

  １ （略） 

 

  ２ ＵＰＺ内における緊急時防護措置の実施 

   ⑴ 国の指示や県の助言等 

     国は、放射性物質の放出後、県、立地市及び関係周辺市町に対し、緊急事態の状況により、
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    ＯＩＬに基づき緊急時モニタリングの結果に応じて市          が行う避難、一

時移転等の緊急事態応急対策の実施について、指示、助言等を行う。 

     県は、市からの求めに応じ、国による助言以外にも、避難指示又は避難勧告の対象地域、

判断時期等について助言するものとし、ＵＰＺ内の住民について、一時移転等の防護措置が

必要となったとき、予定した避難所のある方向の空間放射線量率が高いなど、避難先として

不適当である場合には、避難施設等調整システムを活用して、他の避難所を使用するよう、

調整するものとする。 

   ⑵～⑷ （略） 

 

  ３～８ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

ＯＩＬに基づき緊急時モニタリングの結果に応じて立地市及び関係周辺市町が行う避難、一

時移転等の緊急事態応急対策の実施について、指示    を行う。 

     県は、市からの求めに応じ、国による助言以外にも、避難指示等     の対象地域、

判断時期等について助言するものとし、ＵＰＺ内の住民について、一時移転等の防護措置が

必要となったとき、予定した避難所のある方向の空間放射線量率が高いなど、避難先として

不適当である場合には、避難施設等調整システムを活用して、他の避難所を使用するよう、

調整するものとする。 

   ⑵～⑷ （略） 

 

  ３～８ （略） 

 

  ９ 家庭動物の受入状況の把握 

    市は、避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れるとともに、避難

所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努めるものとする。 

 

 １０ 屋内退避実施後の運用 

    屋内退避は、物的な面や人的支援の面での生活の維持や、屋内にとどまること等による肉体

的・精神的影響の観点から、長期にわたって継続することは難しいと考えられ、屋内退避の実

施状況を踏まえて、その継続の可否を判断する。 

    屋内退避の継続の判断は、屋内退避実施後３日目を目安として行い、それ以降は日々行うも

のとする。その際、物資の不足等により生活の維持に困難を伴う場合や、プルームが長時間又

は断続的に到来し屋内退避場所への屋外大気の流入により被ばく低減効果が失われた懸念が

ある場合等には、国が県、立地市及び関係周辺市町と緊密な連携を行いながら、避難への切替

えを判断し、指示することになる。なお、屋内退避から避難への切替えにより避難行動及び生

活環境の変化等に伴う肉体的・精神的影響が生じるため、屋内退避を継続することを基本とし、

避難への切替えを判断するに当たっては、生活の維持が困難であること等の判断は慎重に行う

こととする。また、屋内退避の継続のためには、医療品等も含めた支援物資の供給及び医療等

の人的支援の提供が重要となることに留意する。 

    屋内退避を実施している住民等に対しては、原子力施設の状態の見通しや緊急時モニタリン

グの結果等の必要な情報を絶えず積極的に提供するものとする。また、避難すべき区域でやむ

を得ず屋内退避を実施している住民等の放射線防護について留意する。 

    なお、屋内退避中は、被ばくを低減するために屋内にとどまることが原則であるが、生活の

維持に最低限必要な住民等の一時的な外出や住民等の生活を支える民間事業者等の活動は、屋

内退避という防護措置の一部をなすものであり、屋内退避中にも実施できるものである。国は、

原子力施設の状態等に応じて、放射性物質が放出されるおそれが高いと判断した場合には、速

やかに一時的な外出や活動を控えて屋内退避を徹底する旨の注意喚起を行うこととする。 

 

 １１ 屋内退避の解除 

    屋内退避は、主にプルームからの被ばくの低減を目的とする防護措置である。このため、原
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 第２ 避難所等 

  １～２ （略） 

 

  ３ 避難所の生活環境整備 

   ⑴ 生活環境の把握 

     市は、県及び受入市町の協力のもと、避難所における生活環境が、常に良好なものである

よう努めるものとする。そのため、                          

                            食事供与の状況、トイレの設置状況等

の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。 

   ⑵ 避難の長期化等への把握 

     市は、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、

入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等に

よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処

理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、           

                             必要な措置を講じるよう努めるもの

とする。 

     また、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。 

 

  ４ （略） 

 

  ５ 女性や      子育て家庭への配慮 

    市は、県等と連携し、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズ

の違い等男女双方       の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、

更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確

保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 

 

  ６～８ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

子力施設の状態が安定して一定の要件を満たし、新たなプルームが到来する可能性がないこと

及び既に放出されたプルームが滞留していないことが確認できれば、屋内退避の必要がなくな

ることから、屋内退避の解除を行う。 

    なお、その際、緊急時モニタリングの結果に応じて、ＯＩＬ１又はＯＩＬ２を超える地域が

あれば、避難や一時移転等の防護措置を講ずることとなる。 

 

 第２ 避難所等 

  １～２ （略） 

 

  ３ 避難所の生活環境整備 

   ⑴ 生活環境の把握 

     市は、県及び受入市町の協力のもと、避難所における生活環境が、常に良好なものである

よう努めるものとする。そのため、市は、避難所開設当初からパーテーションや段ボールベ

ッド等の簡易ベッドを設置するよう努めるとともに、食事供与の状況、トイレの設置状況等

の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。 

   ⑵ 避難の長期化等への把握 

     市は、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、            

    入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等に

よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処

理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、食事や入浴、洗濯等の

生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講じるよう努めるもの

とする。 

     また、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。 

 

  ４ （略） 

 

  ５ 女性や性的少数者、子育て家庭への配慮 

    市は、県等と連携し、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズ

の違い等男女双方及び性的少数者の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、

更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確

保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 

 

  ６～８ （略） 

 

  ９ 在宅避難者等の支援拠点等 

    市は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を

集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援のため

の拠点の利用者に対しても提供する。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 第３～第９ （略） 

 

 第１０ 飲食物、生活必需品等の供給 

  １～３ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第５節 治安の確保及び火災の予防 

 第１ （略） 

 

 第２ 災害に乗じた各種犯罪の未然防止 

  （略） 

 

第６節～第１２節 （略） 

 

 

 

 １０ 車中泊避難等 

    市は、避難対象の市町や受入市町村と連携し、車中泊避難を行うためのスペースが設置され

た場合は、車中泊避難を行うためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、

必要に応じて物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊避難を行う

ためのスペースの避難者に対しても提供する。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な

支援の実施等に配慮するよう努める。 

 

 第３～第９ （略） 

 

 第１０ 飲食物、生活必需品等の供給 

  １～３ （略） 

 

  ４ 市への支援 

    県は、市において備蓄物資等が不足するなど緊急事態応急対策を的確に行うことが困難であ

ると認めるなど、その事態に照らし緊急を要し、市からの要請を待ついとまがないと認められ

るときは、要請を待たないで、市に対する物資を確保し輸送するものとする。 

 

 

第５節 治安の確保及び火災の予防 

 第１ （略） 

 

 第２ 災害に乗じた社会的混乱の抑制  

  （略） 

 

第６節～第１２節 （略） 
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